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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力系統の複数の状態と、前記複数の状態の中の一の状態から他の状態への状態遷移の
経路とを含む状態遷移情報を記憶する記憶部と、
　前記電力系統に設けられたセンサで計測された情報である計測情報、及び前記電力系統
に関わりを持つ周辺情報の入力を受け付ける入力部と、
　前記入力部で受け付けた前記計測情報から、前記電力系統の現在の状態を検知する状態
検知部と、
　前記状態検知部で検知された前記電力系統の現在の状態と、前記記憶部に記憶された前
記状態遷移情報と、前記入力部で受け付けた前記周辺情報とを元に、前記現在の状態から
他の状態への遷移確率を算出する遷移確率算出部と、
　前記遷移確率に基づいて前記現在の状態から遷移する次の状態を判定する遷移状態判定
部と、
　前記遷移状態判定部の判定結果を出力する出力部と、を備え、
　前記周辺情報は、少なくとも気象情報、及び、前記気象情報と前記電力系統に発生する
事象とを関連付ける情報を含み、
　前記記憶部は、前記電力系統の構成を記憶するとともに、前記状態遷移の原因及び／又
は結果の確率を、該確率が前記電力系統の構成に沿って空間的に分布する空間分布データ
として記憶し、
　前記出力部は、前記電力系統の構成と、前記状態遷移の前記原因及び／又は前記結果の
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前記空間分布データを出力する
　電力系統監視装置。
【請求項２】
　前記周辺情報は、前記電力系統の状態に対し時間的に先行する情報を含む
　請求項１に記載の電力系統監視装置。
【請求項３】
　前記出力部は、前記遷移状態判定部の判定結果と当該判定結果の判定論理とを出力する
　請求項１に記載の電力系統監視装置。
【請求項４】
　前記出力部は、前記電力系統の構成と、前記状態遷移の前記原因及び／又は前記結果の
前記空間分布データを画面に出力し、指示された位置での前記状態遷移の前記原因及び／
又は前記結果の確率が計算される
　請求項１に記載の電力系統監視装置。
【請求項５】
　前記記憶部には、複数の原因としての事象が組み合わされて起きる結果としての事象の
条件付き確率が格納されており、当該条件付き確率が、前記計測情報及び前記周辺情報に
より逐次更新される
　請求項１に記載の電力系統監視装置。
【請求項６】
　前記出力部は、前記状態遷移の原因と結果の確率的な関係の尤もらしさが低い場合には
、警報を出力する
　請求項１に記載の電力系統監視装置。
【請求項７】
　前記遷移状態判定部の前記判定結果に至る判定論理を修正するための操作部、を更に備
える
　請求項１に記載の電力系統監視装置。
【請求項８】
　電力系統に設けられたセンサで計測された情報である計測情報、及び前記電力系統に関
わりを持つ情報であって、少なくとも気象情報、及び、前記気象情報と前記電力系統に発
生する事象とを関連付ける情報を含む周辺情報の入力を受け付ける手順と、
　受け付けた前記計測情報から、前記電力系統の現在の状態を検知する手順と、
　検知された前記電力系統の現在の状態と、前記電力系統の複数の状態と前記複数の状態
の中の一の状態から他の状態への状態遷移の経路とを含む状態遷移情報と、受け付けた前
記周辺情報とを元に、前記現在の状態から他の状態への遷移確率を算出する手順と、
　前記遷移確率に基づいて前記現在の状態から遷移する次の状態を判定する手順と、
　前記判定の結果を出力する手順と、
　記憶部に、前記電力系統の構成が記憶されているとともに、前記状態遷移の原因及び／
又は結果の確率が、前記電力系統の構成に沿って空間的に分布する空間分布データとして
記憶されており、前記記憶部に記憶された、前記電力系統の構成と、前記状態遷移の前記
原因及び／又は前記結果の前記空間分布データを出力する手順を
　コンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力系統等のシステムの状態を監視する電力系統監視装置及びプログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　電力系統は、電力の安定供給のために多くの機器と制御方法を組み合わせて構築及び運
用されている大規模システムである。電力系統の状態は、電圧、電流、電力、周波数等の
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物理量を用いて表記することができる。電力系統の状態は、該電力系統の構成（以下「系
統構成」と記す。）に沿って面的な広がりを持つとともに、電力系統の状態（以下「系統
状態」と記す。）は時間的な変化を伴う。電力系統に連系する発電機と負荷によって、電
力系統の状態は大きく変化するので、定常状態を維持するように様々な設備・機器と制御
方法が利用されている。
【０００３】
　電力系統には、連続的な状態変化のほかに、非連続な状態変化が起こる。即ち、電力系
統の状態変化には、設備・機器の制御、系統構成の切り替え、発電機のオンオフ等の能動
的な非連続性の状態変化がある一方で、受動的な非連続性として事故の発生がある。電力
系統においては、しばしば電力供給に支障をもたらす事故が発生することがある。事故時
の停電範囲の縮小、復旧時間の短縮は、電力系統の供給信頼度を高めるために必須の要請
となっている。
【０００４】
　しかし、近年、再生可能エネルギーの導入が進み負荷特性が多様化することで、電力系
統は、多くの電力変動要因を備えている。また電力系統には、自然災害などによって偶発
的な事故が発生することがある。これらを原因とするとき、電力系統に起きる状態（電力
系統の状態）を結果として、「原因と結果の関係」として扱うことができる。
【０００５】
　ところで、人間によって原因と結果の関係を推定する場合、担当者の経験、知識、体調
などの個人的なばらつきが入り込む。ここで、原因と結果の関係を推定する処理を、計測
信号を用いた信号処理で実現できるならば、ばらつきを減らした高速動作が期待できる。
【０００６】
　例えば、近年の情報通信技術の進展により、高速にデータ伝送することが可能になって
きている。そこで、電力系統にセンサを設置して、センサが出力する計測信号を電力系統
の監視に活用する技術が普及している。例えば、国内配電系統に設置されているセンサ付
き開閉器は、電圧・電流等の状態値をサンプリングした計測信号を、電力線搬送技術、光
ケーブル等の伝送手段を使って親局のサーバに伝送する。そして、電力潮流等の物理量の
ほか、電力系統に起きる事故の検出、事故原因の推定、事故点標定（事故の発生した箇所
の推定）などの電力系統の状態を解析する技術が提案されている。
【０００７】
　電力系統に事故が起きたとき、電力系統（センサ）に電流が急激に流れるなどの過渡的
な状態変化が起きることがある。電力系統を計測して得られる信号（以下「計測信号」）
から、事故原因が推定できるならば、復旧作業を支援できる。電力系統において、事故時
の等価回路と計測信号を対応付ける方法は、事故点標定と呼ばれている。
【０００８】
　特許文献１には、受信した監視情報を記録データとして保存し、事象同士の因果関係を
抽出して監視情報記録データと比較し、事象定義情報に定義された各事象の条件付き確率
を計算する電力系統監視システムが開示されている。この電力系統監視システムは、条件
付き確率表と観測事象と因果関係とに基づき、将来の電力設備状態に対する確率推論を行
う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１３－２０８０４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上述した特許文献１には、電力系統において計測する情報を入力し、入力情報を元に電
力系統で起きる事象を抽出して、電力系統の将来または過去の事象についてその事象が発
生する確率を計算する技術が開示されている。しかし、この特許文献１に記載の技術では
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、電力系統の外部（周辺）に関する情報を入力する手段を持たず、また確率の計算に利用
していない。現実には、電力系統に起きる事象は、電力系統の外部にある原因によって引
き起こされることが多い。例えば配電線に地絡事故が起きた場合を例にとると、前線が近
づいて、風が強く吹いて、樹木が揺れて、電線に樹木が接触して、地絡事故が発生すると
いうように、電力系統の外部にある複数種類の原因と結果が組み合わされて、電力系統に
影響を与えて事故が引き起こされることがある。
【００１１】
　しかし、上記特許文献１では、電力系統で計測される情報だけを利用して計算するため
、電力系統の外部で起きた事象は、事象発生の確率計算の精度向上に役立てられていない
。
【００１２】
　また特許文献１では、電力系統の構成、トポロジー（接続形態）、地理的配置（場所）
、時刻等に関する情報を入力する手段を持たない。しかし、例えば気象情報は、場所と時
間に大きく依存する情報である。このため、たとえ単に気象情報を外部から入力する手段
を用意しても、気象情報と、電力系統の事象とを関連付けることは出来ず、確率計算の精
度向上に役立てることができない。
【００１３】
　本発明は、上記の状況を考慮してなされたものであり、対象システムの外部から得られ
る情報を反映して、対象システムの未来の状態を予測できるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の一態様のシステム監視装置（例えば電力系統監視装置）は、対象システムの複
数の状態と、上記複数の状態の中の一の状態から他の状態への状態遷移の経路とを含む状
態遷移情報を記憶する記憶部を備える。また、上記対象システムに設けられたセンサで計
測された情報である計測情報、及び上記対象システムに関わりを持つ周辺情報の入力を受
け付ける入力部と、上記入力部で受け付けた上記計測情報から、上記対象システムの現在
の状態を検知する状態検知部を備える。また、上記状態検知部で検知された上記対象シス
テムの現在の状態と、上記記憶部に記憶された上記状態遷移情報と、上記入力部で受け付
けた上記周辺情報とを元に、上記現在の状態から他の状態への遷移確率を算出する遷移確
率算出部を備える。さらにまた、上記遷移確率に基づいて上記現在の状態から遷移する次
の状態を判定する遷移状態判定部と、上記遷移状態判定部の判定結果を出力する出力部と
を備える。上記周辺情報は、少なくとも気象情報、及び、当該気象情報と電力系統に発生
する事象とを関連付ける情報を含む。
【発明の効果】
【００１５】
　上記構成の本発明によれば、電力系統から得られる情報のみならず、関わりのある周辺
情報を取り込んで遷移確率の計算に利用することで、次に遷移する状態の予測精度が向上
する。
　上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】一般的な電力系統の構成例を示す概略図である。
【図２】システムの状態遷移の説明図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るシステム監視装置を含むシステム全体構成の概要
を示す図である。
【図４】コンピュータのハードウェア構成例を示すブロック図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係るシステム監視装置の内部構成を示すブロック図で
ある。
【図６】計測信号の解析例を示すグラフである。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る計測信号の状態と事象との対応関係を示すテーブ
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ルである。
【図８】システムの状態遷移の一例を示す図（状態遷移図）である。
【図９】本発明の第１の実施形態に係る原因と結果の関係の一例を示す説明図である。
【図１０】本発明の第１の実施形態に係る原因と結果の条件付き確率の一例を示す説明図
である。
【図１１】本発明の第１の実施形態に係るシステムの状態遷移の遷移確率を算出する手順
を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の第１の実施形態に係る原因推定手順を示すフローチャートである。
【図１３】本発明の第１の実施形態に係る電力系統に存在する事故原因の一例を示す説明
図である。
【図１４】本発明の第１の実施形態に係る多次元空間の確率場と確率計算を示す説明図で
ある。
【図１５】本発明の第１の実施形態に係る空間的確率場で確率の空間分布を計算、設定す
る例を示した説明図である。
【図１６】本発明の第１の実施形態に係る警報表示画面の一例を示す図である。
【図１７】本発明の第１の実施形態に係る判定論理表示画面（修正画面）の一例を示す図
である。
【図１８】本発明の第１の実施形態に係る復旧支援情報表示画面の一例を示す図である。
【図１９】本発明の第１の実施形態に係る事前対策提示画面の一例を示す図である。
【図２０】本発明の第１の実施形態に係る事故復旧手順を示すフローチャートである。
【図２１】本発明の第２の実施形態に係る粒子フィルタの計算手順の説明図である。
【図２２】粒子フィルタの一般的なリサンプリング処理の説明図である。
【図２３】本発明の第２の実施形態に係る誤差拡散を利用したリサンプリング処理の説明
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明を実施するための形態の例について、添付図面を参照しながら説明する。
なお、各図において実質的に同一の機能又は構成を有する構成要素については、同一の符
号を付して重複する説明を省略する。
【００１８】
＜１．第１の実施形態＞
［システムの状態監視と状態予測］
【００１９】
　エネルギー、運輸交通（公共バス、鉄道）、生産等に関わるシステムは、大規模かつ複
雑であるため、システムの運用、監視には多くの困難がある。例えば、システムは面的な
広がりを持ち、システムの状態は多種のデータで表記され、システム内部のみならずシス
テム外部からの影響を受けてシステムの状態は変化する。状態とは、ある時刻における監
視対象のありようや状況である。このためシステム内部にセンサを配置して、ネットワー
ク経由でセンサから情報を収集し、解析する方法が検討、実用化されている。
【００２０】
　収集した情報に基づくシステムの状態の分類には多くの手法があるが、一つには「定常
状態」と「過渡状態」で分離する方法がある。
　定常状態は、例えばシステムの状態が適正範囲内に維持されていて、システムの管理側
と利用側において支障が発生していない状態である。
　一方の過渡状態は、時間的に変化がある状態を指し、制御結果として起きる意図的な状
態変化のほか、事故のように適正範囲を外れて不都合をもたらす偶発的な状態変化を含む
。
【００２１】
　事故は、偶発的な状態変化であり、システム運用を妨げる他、システムを利用している
顧客に不都合をもたらすことがある。したがって、事故が起きないように未然に対策する
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こと、並びに事故が起きたときには速やかに復旧することが望まれる。
【００２２】
　ここで、システムの一例として、電力系統を説明する。
　図１は、一般的な電力系統の構成例を示す概略図である。
【００２３】
　電力系統１は、発電所２で発電した電気を送電線、配電線を通じて需要家Ｕへ供給する
システムである。例えば発電所２で発電された電気は送電線により、１次変電所３等を経
由して配電変電所４へ送られる。なお、実際の送電線は３線であるが説明の都合により１
本線で表現している。１次変電所３には、太陽光発電設備２０が発電した電気なども送ら
れてくる。そして、配電変電所４から配電系統５を通じて需要家Ｕに電気が供給される。
即ち、配電変電所４で変圧された電気は、複数の電柱１０に懸架された配電線６、柱上変
圧器７を介して需要家Ｕに送られる。配電線６の途中には、電圧調整器８（ＳＶＲ）やセ
ンサ付き開閉器９などが設けられる。
【００２４】
　電力系統は、電力の安定供給のため多くの制御機器、センサが接続された複雑なシステ
ムになっている。電力系統に起きる様々な事象は、電力系統に設置したセンサにより、電
圧、電流、電力などの状態量として観察される。事象は監視対象の状態変化をもたらしう
る出来事（現象）である。これらの状態量は、センサ付き開閉器等の何らかのセンサを用
いて時系列信号として採取することで信号処理が可能になる。計測信号に現れる事象は、
例えば定常的な緩やかな信号変化（定常状態）、あるいは過渡的な振動波形（過渡状態）
として観察される。このように計測信号に現れる波形は、システムに起きた結果として扱
える。例えば、電力系統に何らかの事故が起きたとき、電流が急激に流れるならば、過渡
的な振動波形が計測信号に観察される。このように、事象を引き起こした原因と、計測信
号に現れる結果を対応付けることができる。
【００２５】
　上述したとおり、電力系統１は、電線により接続された面的な広がりを持つ大規模シス
テムである。ここで図１に示すように、何らかの原因により配電線６が地面に接触して電
流が流れる地絡事故が起こることがある。地絡事故では、線路に用いるケーブルと地面間
のインピーダンスが著しく低下し、線路に地絡事故が発生した瞬間に線路から地面に電流
が流れることで、過渡的な応答波形が発生する。ここで、事故原因がケーブルと樹木の接
触であれば、瞬時的な接触が繰り返し発生することがある。また、地絡電流により接触物
が加熱して変成する場合があり、例えば樹木の接触であれば、樹木の炭化により地絡抵抗
が時間的に変化することがある。このように事故原因によって、事故時に発生する電流の
過渡的な応答波形は異なる。
【００２６】
　そして、電力系統１（配電系統５）における電流の流れが過渡的に変化して、発電装置
あるいは負荷装置に不具合をもたらす場合があり、また電力供給支障による停電が起きる
場合がある。このような状態の変化は、ある状態から他の状態へ移る状態遷移として扱う
ことができる。
【００２７】
　図２は、システムの状態遷移の説明図である。
　状態遷移の表記方法として、ここでは状態を丸印、遷移パスを矢印で書くことにする。
図２の状態遷移図において、左から右へ向かって過去、現在、未来におけるシステムの状
態、並びに、過去から現在そして現在から未来への起こり得る状態遷移が記載されている
。各状態として、事故が起きている状態（過渡状態）のほか、事故のない安定した状態（
定常状態）があってよい。
【００２８】
　電力系統において原因と結果の関係は様々である。例えば、何らかの原因で電力系統に
事故が発生し、系統状態に変化が生じ、計測信号に信号変化が現れるとき、いずれの事象
も結果として扱うことができる。そして、いずれの結果も、次に起こる状態変化の原因と
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して扱うことができる。こうして複数の原因と結果の関係が組み合わされている。
【００２９】
　電力系統の状態は、定常状態、過渡状態を含めて状態として扱う。事故に限らず、定常
的な運用の中で、切り替え動作（配電系統のＬＲＴ，ＳＶＲ、あるいは開閉器による系統
切り替えなど）が行われている。このような切り替え動作に一つの状態遷移を設定しても
よく、あるいは定常状態の中の動作として扱ってもよい。
【００３０】
　システムの状態遷移は、システム開発時の仕様等に基づいて作成できる場合、またシス
テム動作の観察結果を解析することで作成できる場合等がある。仕様書が存在する場合に
は、明確な根拠を持って状態遷移を決めることができる。一方で、仕様書が曖昧あるいは
存在しない場合には、センサ等の計測結果を用いて、クラスタ分類、統計処理などの手法
を駆使して状態遷移を作ることが考えられる。
【００３１】
　図２の例では、ある原因に基づく遷移パスｐ１（太線）を経て過去の状態ｓ１から現在
の状態ｓ２に遷移している。過去の状態ｓ１から現在の状態ｓ２への遷移には複数の遷移
パス（原因）がある中で、遷移パスｐ１を経て遷移している。即ち、何らかの事象が主要
な原因となって状態の遷移が引き起こされ、過去の状態ｓ１から現在の状態ｓ２に遷移し
ている。図２から分かるように、過去と現在のシステムの状態は確定しており、過去と現
在の状態が分かれば、状態遷移の原因も推定できる。
【００３２】
　また、図２において、ある原因に基づく遷移パスｐ２（太線）を経て現在の状態ｓ２か
ら未来の状態ｓ３に移動することが示されている。現在の状態ｓ２から遷移可能な状態の
候補として状態ｓ３－１～ｓ３－４がある中で、状態ｓ３－３に遷移すると予測されてい
る。
【００３３】
　本実施形態では、現在取得済みの情報（例えば計測情報、周辺情報）から状態遷移を引
き起こす可能性のある事象が発生する確率を算出して、次に起きる状態を判定する。現在
の状態から候補となる状態を結ぶ遷移パスは、事故の原因となる事象を含む。
【００３４】
［システム監視装置を含む全体構成］
　図３は、本発明の第１の実施形態に係るシステム監視装置を含む全体構成の概要を示す
。
　システム監視装置３０は、例えば電力系統１等の実体システム（監視対象システム）の
状態及び状態遷移を監視する。
【００３５】
　以下では本発明の各実施形態について、監視対象システムとして電力系統１を例にして
説明するが、状態に関して原因と結果の確率的な関係を有するシステムであれば、システ
ムを限定することなく、同様の効果を実現できることは言うまでもない。例えば、発電シ
ステム、運輸交通システム、生産システム等に適用することが可能である。
【００３６】
　システム監視装置３０は、対象システムに設置したセンサにより計測した計測情報と、
対象システムに関係があると考えられる周辺情報を入力して、システムの現在の状態から
遷移する可能性のある次の状態を予測する。また、システムを監視・運用する運用者に、
遷移予測及び当該遷移予測の根拠を提示する。ここで、計測情報及び周辺情報は、複数の
センサで計測した信号、インターネット等で公開されている情報、シミュレーションで算
出する情報等を含む。
【００３７】
　システム監視装置３０は、電力系統１からシステム情報（系統情報）と周辺情報を入力
する手段を備える。システム情報は、システム（ここでは電力系統１）を構成する設備・
機器等の状態を、システム内部にある何らかのセンサで検知した情報（計測情報）である
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。例えば配電変電所４から需要家Ｕまでの線路にはセンサ付き開閉器９（図１参照）が設
置されており、このセンサ付き開閉器９により系統状態（電圧、電流等）を計測している
。センサの計測信号は、電力線搬送、あるいは光ケーブルの技術を使い、ネットワークＮ
（例えばインターネット）を経由して親局にあるサーバでデータ収集が可能になっている
。
【００３８】
　また、系統情報には、時間的な先行はないものの、事故発生の確率に影響を与えるデー
タとして、電線の配置、設備・機器の容量、負荷の連系箇所と容量、分散電源の連系箇所
と容量などがある。これらは事前に分かる固定値と、系統に設置したセンサで採取する計
測値に分類できる。
【００３９】
　また系統情報には、設備・機器の履歴（以下「設備履歴データ」）がある。設備・機器
の履歴としては、例えば設備・機器の設置年数、設置箇所の環境、設備・機器が備えるス
イッチの動作回数、設備・機器の過去の事故実績などがある。
【００４０】
　一方、周辺情報は、システム（例えば電力系統１）を取り巻く多種多様な情報を指す。
電力系統１の状態に関わりを持つ周辺情報としては、気象情報（天気予報など）、カレン
ダ、地図、人流、交通などがある。これらの周辺情報は、第三者が作成又は収集したもの
であってよく、近年のネットワーク技術の発展により、これらの周辺情報を利用できる環
境が整いつつあり、ネットワークＮ経由で、システム監視装置３０に入力される。
【００４１】
　そして周辺情報には、電力系統１に起きる状態変化に、時間的に先行する情報が含まれ
ることがある。例えば気象データには、日射、風、雨等の気象状況の予測情報が含まれて
いる。例えば、天候が荒れると、電力系統１の設備や機器が影響を受ける事象（樹木動揺
、倒木、強風による断線、洪水など）の発生確率が高くなる。
【００４２】
　またカレンダには、休日、何らかのイベント、工事等の予測（予定）情報が含まれてい
る。例えば、これらの予定があるときには、それ以外のときと比較して何らかの事故が発
生する確率が大きくなる。
【００４３】
　また地図には、需要家の密度、電線に接触事故を引き起こす可能性のある家屋や樹木等
の分布、道路等の情報が含まれている。例えば、需要家の密度が多い地域ほど電力変動が
大きい。また、交通量の多い道路脇に設置された電柱は、交通量の少ない道路脇に設置さ
れた電柱よりも、電柱や電線が巻き込まれる交通事故の確率が大きくなる。ただし、これ
らの周辺情報は、事前に電力系統１との関わりが分かっている必要は必ずしもなく、何ら
かの信号処理によって関わりが見出される場合を含む。
【００４４】
　システム監視装置３０は、電力系統１等のシステムの状態遷移を判定するため、システ
ム自体の計測情報に加えて、システムに関わる周辺情報を利用する。システムの状態は、
計測情報で示されるシステム内部の状況に加えて、周辺情報で示されるシステム外部の状
況に影響を受けることがある。
【００４５】
　例えば電力系統１は、再生可能エネルギー発電システムの一つである太陽光発電設備２
０の発電量の影響を受けて状態が変化するが、太陽光発電設備２０の発電量は気象状況に
大きく依存する。気象状況に関しては、気象庁等が発信する気象情報から過去、現在、未
来に渡る情報が得られる。この場合には、もともとは電力系統１に直接関係のない気象情
報を、電力系統１の状態変化を推定、あるいは予測するのに利用できることになる。同様
にして、気象情報に限らず周辺情報には、システムの状態に対して時間的に先行する情報
が含まれていることがある。
【００４６】
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　本発明は、システム情報（計測情報）に加えて周辺情報を用いて、システムの状態遷移
の遷移確率を算出することで、起きやすい状態遷移を判定する、あるいは状態遷移を予測
することを特徴とする。そのため本発明は、システム情報と周辺情報から、状態遷移（例
えば事故）を引き起こす事象（原因）を抽出して、さらに、その事象に遷移を引き起こす
確率を割り当てる。後述するが、システム情報あるいは周辺情報を時系列信号として入力
する場合には、時系列信号から確率を割り当てられる事象に変換することが行われる。
【００４７】
［ハードウェア構成］
　図４は、システム監視装置３０のハードウェア構成例を示すブロック図である。
　図４を参照してシステム監視装置３０に適用される計算機４０のハードウェア構成を説
明する。
【００４８】
　計算機４０は、いわゆるコンピュータとして用いられるハードウェアである。計算機４
０は、バス４４にそれぞれ接続された演算制御装置であるＣＰＵ（Central Processing U
nit）４１、ＲＯＭ（Read Only Memory）４２、ＲＡＭ（Random Access Memory）４３を
備える。さらに、計算機４０は、表示部４５、操作部４６、不揮発性ストレージ４７、ネ
ットワークインターフェース４８を備える。
【００４９】
　ＣＰＵ４１（制御部の一例）は、本実施形態に係る各機能を実現するソフトウェアのプ
ログラムコードをＲＯＭ４２から読み出して実行する。なお、計算機４０は、ＣＰＵ４１
の代わりに、ＭＰＵ（Micro-Processing Unit）等の処理装置を備えるようにしてもよい
。
【００５０】
　ＲＡＭ４３には、演算処理の途中に発生した変数やパラメータ等が一時的に書き込まれ
る。表示部４５は、例えば、液晶ディスプレイモニタであり、計算機４０で行われる処理
の結果等を運転員に表示する。操作部４６には、例えば、キーボード、マウス又はタッチ
パネル等が用いられ、運転員が所定の操作入力、指示を行うことが可能である。
【００５１】
　不揮発性ストレージ４７としては、例えば、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）、ＳＳＤ（Sol
id State Drive）、フレキシブルディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ
、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード等が用いられる。この不揮発性ストレ
ージ４７には、ＯＳ（Operating System）、各種のパラメータの他に、計算機４０を機能
させるためのプログラム及びデータが記録されている。例えば不揮発性ストレージ４７は
、後述する図５の履歴情報記憶部３０３、状態遷移記憶部３０４、因果関係記憶部３１０
、及び事象確率記憶部３１１、支援情報記憶部３１２に対応する。
【００５２】
　ネットワークインターフェース４８には、例えば、ＮＩＣ（Network Interface Card）
等が用いられ、ＬＡＮ等のネットワークＮを介して各装置間で各種のデータを送受信する
ことが可能である。
【００５３】
［システム監視装置の内部構成］
　図５は、システム監視装置３０の内部構成を示すブロック図である。
　システム監視装置３０の各ブロックの機能は、図４のＣＰＵ４１がＲＯＭ４２に格納さ
れたコンピュータープログラムを実行することにより実現される。
【００５４】
　システム監視装置３０は、入力部３０１、状態検知部３０２、履歴情報記憶部３０３、
状態遷移記憶部３０４、遷移確率算出部３０５、遷移状態判定部３０６、表示制御部３０
７、及び表示部３０８を備える。またシステム監視装置３０は、原因推定部３０９、因果
関係記憶部３１０、事象確率記憶部３１１、及び支援情報記憶部３１２を備える。さらに
システム監視装置３０は、状態遷移設定部３２１、確率算出方式設定部３２２、判定論理
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設定部３２３、及び確率設定部３２４を備える。
【００５５】
　入力部３０１は、ネットワークＮ（インターネット等）を介して、監視対象システムで
ある電力系統１に設けられたセンサで計測された情報である計測情報、及び電力系統１に
関わりを持つ周辺情報の入力を受け付ける。この入力部３０１は、図４のネットワークイ
ンターフェース４８に対応する。入力部３０１は、受け付けた計測情報及び周辺情報を、
状態検知部３０２、履歴情報記憶部３０３及び遷移確率算出部３０５へ出力する。
【００５６】
　状態検知部３０２は、入力部３０１で受け付けた計測情報を解析することにより、電力
系統１の現在の状態（システム状態）を検知し、検知結果を履歴情報記憶部３０３へ出力
する。
【００５７】
　履歴情報記憶部３０３は、入力部３０１から入力される計測情報及び周辺情報を日時と
対応づけて記憶する。また履歴情報記憶部３０３は、状態検知部３０２から入力される電
力系統１の現在の状態（システム状態）を日時と対応づけて記憶する。以下、計測情報及
び周辺情報をまとめて「履歴情報」と記すことがある。
【００５８】
　状態遷移記憶部３０４は、電力系統１の複数の状態と、複数の状態の中の一の状態から
他の状態への状態遷移の遷移パス（経路）とを含む状態遷移図（状態遷移情報、図２参照
）を記憶する。また状態遷移記憶部３０４には、履歴情報記憶部３０３から少なくとも電
力系統１の現在の状態（及び現在の状態に至る前の直近（過去）の状態）の情報が入力さ
れる。履歴情報記憶部３０３及び状態遷移記憶部３０４は、図４の不揮発性ストレージ４
７に対応する。
【００５９】
　遷移確率算出部３０５は、状態検知部３０２で検知された電力系統１の現在の状態と、
履歴情報記憶部３０３に記憶された状態遷移情報と、入力部３０１で受け付けた周辺情報
（事象）とを元に、電力系統１が現在の状態から他の状態へ遷移する確率（遷移確率）を
算出する。遷移確率算出部３０５は、電力系統１の現在の状態と状態遷移情報とから、現
在の状態に至る前の直近（過去）の状態（状態遷移）を把握することができる。状態遷移
記憶部３０４が、上記現在の状態に至る前の直近（過去）の状態を把握し、遷移確率算出
部３０５へ当該過去の状態を通知してもよい。そして、遷移確率算出部３０５は、算出結
果を遷移状態判定部３０６へ出力する。
【００６０】
　遷移状態判定部３０６は、遷移確率算出部３０５で算出された遷移確率に基づいて、電
力系統１の現在の状態から遷移する次の状態（状態遷移）を判定し、判定結果を表示制御
部３０７へ出力する。遷移状態判定部３０６は、判定結果とともに当該判定結果の判定論
理を出力することもできる。
【００６１】
　表示制御部３０７は、出力部の一例であり、遷移状態判定部３０６の判定結果を含む表
示データを生成し、表示部３０８へ出力する。また、表示制御部３０７は、判定結果とと
もに当該判定結果の判定論理を含む表示データを生成し、表示部３０８へ出力することも
できる。また、表示制御部３０７は、判定結果（遷移状態等）に応じた支援情報を支援情
報記憶部３１２から読み出し、表示部３０８へ出力する。
【００６２】
　表示部３０８は、表示制御部３０７から入力される表示データに基づく画面を表示する
。この表示部３０８は、図４の表示部４５に対応する。
【００６３】
　原因推定部３０９は、状態遷移記憶部３０４から状態遷移情報（少なくとも現在の状態
を含む）を取り込み、因果関係記憶部３１０から因果関係を取り込み、さらに事象確率記
憶部３１１から現在の状態に至る原因となった事象の確率を取り込む。そして、原因推定
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部３０９は、電力系統１の現在の状態、因果関係及び該当する事象の確率を元に、現在の
状態に対する原因を推定する処理を行う。
【００６４】
　因果関係記憶部３１０には、電力系統１の状態（事象）を結果とし、その結果を引き起
こした事象を原因とする因果関係が格納されている。この因果関係は予め設定されるが、
履歴情報（計測情報及び周辺情報）を元に更新（修正）されてもよい。
【００６５】
　事象確率記憶部３１１には、各事象の発生する確率が格納されている。また、現在の状
態に至る原因となった事象と当該事象が発生する確率との対応関係が格納されている。ま
た、確率計算に用いる事前確率や事後確率が格納されてもよい。本実施形態では、複数の
原因としての事象が組み合わされて起きる結果としての事象を条件付き確率（ベイジアン
ネットワーク）（後述する図１０参照）で記述して事象確率記憶部３１１に記憶し、入力
データ（計測情報、周辺情報）を用いてその確率を逐次更新する。因果関係記憶部３１０
及び事象確率記憶部３１１は、図４の不揮発性ストレージ４７に対応する。
【００６６】
　支援情報記憶部３１２には、運用者の作業及び判断を支援するための情報（支援情報）
が格納されている。例えば、支援情報として、警報情報の詳細（図１６）、判定論理（図
１７）、復旧支援情報（図１８）、事前対策情報（図１９）などがある。判定論理には、
状態遷移の根拠となる状態遷移図や判定根拠（判定条件）などが含まれる。
【００６７】
　状態遷移設定部３２１は、操作部４６（図４）からの指示に基づき、状態遷移記憶部３
０４に記憶されている電力系統１（システム）の状態、及び状態間の遷移パス（図８参照
）を設定及び修正する。
　確率算出方式設定部３２２は、操作部４６からの指示に基づき、遷移確率算出部３０５
による遷移確率の算出方法方式を設定及び修正する。
　判定論理設定部３２３は、操作部４６からの指示に基づき、遷移状態判定部３０６によ
る判定結果の判定論理を設定及び修正する。
　確率設定部３２４は、操作部４６からの指示に基づき、事象確率記憶部３１１に格納さ
れた各事象の発生確率を設定及び修正する。
【００６８】
[状態検知部の動作]
　ここで、状態検知部３０２の動作について詳細に説明する。
　電力系統１の状態を電力系統１に設置したセンサによって検出した計測信号は、適宜の
時間間隔でサンプリングした時系列信号である。時系列信号は、時間的に連続するサンプ
リング値の並びであり区切りを持たない。そこで一般的に、事前に決めた時間幅（時間窓
）、あるいはサンプル数でもって時系列信号から計測信号を切り出して、これを信号処理
の単位とすることが行われる。また、時系列信号の形態では、時系列信号から事象として
の情報を直接取り出すことは難しい。
【００６９】
　本実施形態では、その計測信号を解析して得られる情報、又は情報の組み合わせ（特徴
量）を事象として扱い、事象ごとに確率を割り当てる。ここで、計測信号から取り出した
事象に確率を割り当てる場合、計測信号の組み合わせは膨大になりうるので、信号変換に
より計測信号を特徴量に置き換えて確率を割り当てる。
【００７０】
　ここで、時系列信号から事象を検出するために組み合わせる信号の作り方を決める必要
がある。例えば時間的に連続する信号（時系列信号）から一部を取り出す場合は、時間軸
上の始まりと終わりを決めることになる。例えば事故時の波形を包含する程度の時間幅を
決めておき、その時間幅のなかの信号の組み合わせを取り出して、適宜な信号処理により
特徴量を算出する。そして、次の特徴量を算出する時刻にシフトして再び信号の組み合わ
せを取り出す手順を繰り返す。
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【００７１】
　時系列信号の特徴量を算出するための信号処理として、従来、多くの方法が提案されて
いる。例えば、ＦＦＴ（Fast Fourier Transform）、プローニ解析、ウェーブレット解析
、瞬時周波数解析などがある。これらの解析手法で算出した数値を時系列信号の波形の特
徴量として利用することができる。但し、本実施形態は、これらの時系列信号の解析方法
、並びに算出結果である特徴量の種類を限定するものではない。また複数の特徴量を組み
合わせて利用してもよい。ここで特徴量として、時系列信号の波形に含まれる周波数成分
の分布、高調波成分の比率、波形の周波数成分と減衰特性、波形の位相変化（周波数の時
間的な変化）、波形の形状パターンなどを利用できる。また時系列信号以外の、何らかの
状態値に関する確率と特徴量を組み合わせて利用することができる。
【００７２】
　本実施形態では、状態検知部３０２により時系列信号を特徴量に変換して扱うことで、
元々の時系列信号を扱うのに比べて扱うデータ量を削減できる。また特徴量を扱うことに
より、信号比較において類似性、差分、変化等の数値化が容易になる場合がある。これに
より、データ蓄積量の削減の他、データ処理の高速化、データ入出力の高速化等のメリッ
トがある。また、波形データは時間位置（位相）の特性を持つが、時系列信号を特徴量に
変換することで時間位置に無関係な情報を採取することができる。
【００７３】
　図６は、計測信号の解析例を示すグラフである。
　図６の横軸は周波数（帯域）、縦軸は全体に対する対象帯域の周波数成分の比率を示す
。この例では、周波数の帯域Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３，Ｆ４の各々について全体に対する周波数
成分の比率が示されている。
【００７４】
　図７は、第１の実施形態に係る計測信号の状態と事象との対応関係例を示すテーブルで
ある。
　状態と事象のテーブル５４は、計測信号状態フィールドと事象フィールドを備える。計
測信号状態フィールドは、あるセンサの計測信号の状態を表す情報を有し、事象フィール
ドは、システム（電力系統１）に発生した事象の情報を有する。計測信号の状態は、例え
ば計測信号の特徴量によって判断される。この例では、特徴量に応じて状態Ａ～Ｃに分類
し、状態Ａ，Ｂのとき事象の発生はなし（定常状態）であり、状態Ｃと地絡（過渡状態）
が対応づけられている。
【００７５】
[周辺情報の入力と処理]
　次に、周辺情報の入力と処理について説明する。
　本実施形態では、周辺情報として、気象データ、カレンダ、地図、人流、交通、運用者
等の経験などが適用される。これらの周辺情報には、電力系統１の状態遷移に時間的に先
行する情報が含まれていることがある。気象データにある気象予測が一例であり、日射、
降雨、風等の予測データが入手可能である。本実施形態では、これらの周辺情報が事故発
生に先行する情報か、あるいは事故原因との関わりがあるかどうかを事前に分かっている
必要はない。周辺情報は、上記の例に限定されないことは勿論である。
【００７６】
　ところで、確率を利用するシステム監視装置３０においては、確率に関する初期データ
の設定方法に留意が必要である。システム監視装置３０の最初の電源オン時に過去データ
の累積が無い、あるいは少ないとき、確率的なデータを利用するのは困難である。そこで
、本実施形態は、以下の初期設定を行う構成を用意してあるものとする。
【００７７】
・運用者等が持っている過去データを取り込む入力手段を用意する
・対象システムについてシミュレーションを行い、該当データを溜め込む
・後述するベイズ統計の主観確率の考え方に基づいて、初期値を設定する
【００７８】
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［状態遷移情報］
　図８は、システムの状態遷移の一例を示す図（状態遷移図）である。
　図８において、システムの状態を四角形、遷移パスを矢印で表し、左から右へ向かう方
向が過去、現在、未来の時間経過を表す。この図８では、状態間の関係を、過去、現在、
未来の時間的な方向性を持つ「状態遷移」として表記している。ある状態から次の状態に
遷移する確率を「遷移確率」として扱う。
【００７９】
　この状態遷移と遷移確率（これらを「状態遷移情報」という）は、過去の実績データを
統計処理することで得られるほか、系統解析用のシミュレーションで算出することができ
る。またベイズ統計の考え方に基づいて主観確率を設定してもよい。そして実時間運用に
おいて、センサからシステム監視装置３０に入力された計測情報に基づいて実時間に更新
することができる。
【００８０】
　図８の状態遷移図では、現時刻よりも過去の時点において３つの状態ｓ１１，ｓ１２，
ｓ１３が存在し、状態ｓ１１はさらに過去の状態から遷移パスｐ０１を経て、同様に状態
ｓ１２は遷移パスｐ０２を経て、状態ｓ１３は遷移パスｐ０３を経て各々の状態に遷移し
ている。
【００８１】
　過去の状態ｓ１１の遷移先の候補として、遷移パスｐ１１を経由しての状態ｓ２１、及
び遷移パスｐ１２を経由しての状態ｓ２２が存在する。また状態ｓ１２の遷移先の候補と
して、遷移パスｐ２１を経由しての状態ｓ２１、遷移パスｐ２２を経由しての状態ｓ２２
、及び遷移パスｐ２３を経由しての状態ｓ２３が存在する。さらに状態ｓ１３の遷移先の
候補として、遷移パスｐ３２を経由しての状態ｓ２２、及び遷移パスｐ３３を経由しての
状態ｓ２３が存在する。
【００８２】
　同様にして、現時刻の状態ｓ２１の遷移先の候補として、状態ｓ３１、及び状態ｓ３２
が存在する。また状態ｓ２２の遷移先の候補として、状態ｓ３１、状態ｓ３２、及び状態
ｓ３３が存在する。さらに状態ｓ２３の遷移先の候補として、状態ｓ３２、及び状態ｓ３
３が存在する。さらに、状態ｓ３１は遷移パスｐ１を経て、状態ｓ３２は遷移パスｐ２を
経て、及び状態ｓ３３は遷移パスｐ３を経て次の状態へと遷移していく。
【００８３】
　このように状態遷移図には、システムの状態変化に伴う状態遷移情報が記録されている
。この状態遷移図（即ち状態遷移情報）は、状態遷移記憶部３０４に記憶されている。
【００８４】
［遷移確率の算出方法］
　次に、遷移確率算出部３０５による遷移確率の算出方法を説明する。
　複数の原因が組み合わされて事象が発生する確率は、それぞれの原因の同時確率として
表される。同時確率は、ベイズの定理を用いて条件付き確率に展開することができる。例
えば原因Ｘ１，Ｘ２、Ｘ３があるとき、これらの原因が同時に起きる同時確率Ｐ（Ｘ１，
Ｘ２，Ｘ３）は、式（１）のように展開できる。
【００８５】
【数１】

【００８６】
　さらに、式（１）を一般化することで式（２）の展開公式が得られる。
【００８７】
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【数２】

【００８８】
　このように複数の原因が組み合わされた遷移確率は同時確率で記述でき、同時確率は条
件付き確率の積として表記できる。つまり、個々の原因を条件付き確率として掛け合わせ
ていく関係にある。
【００８９】
（原因と結果の関係）
　以下に、図９、図１０を参照して原因と結果を関係づける条件付き確率の算出例を示す
。この例は、樹木接触による電線の地絡事故が起きるときの原因と結果を示す。
【００９０】
　図９は、第１の実施形態に係る原因と結果の関係の一例を示す説明図である。
　図９では、電力系統に起きる事故として樹木接触を取り上げて、その原因と結果の関係
を例示している。ここでは説明のため図を簡単化して、風、樹木の揺れ、及び電線の地絡
事故の原因と結果の関係を示す。風によって引き起こされる地絡事故は、風によって樹木
が揺れて電線に接触する場合と、風によって切れた電線が地面に接触する場合の２種類あ
るとする。ここでは、風が吹くという事象をＸ１、樹木動揺という事象をＸ２、地絡とい
う事象をＸ３とおく。
【００９１】
（条件付き確率）
　図１０は、第１の実施形態に係る原因と結果の条件付き確率の一例を示す説明図である
。図１０Ａは風が吹く（Ｘ１）確率のテーブル５１、図１０Ｂは樹木動揺（Ｘ２）の確率
のテーブル５２、図１０Ｃは地絡あり（Ｘ３）の確率のテーブル５３である。Ｔ，Ｆは論
理用語で、真（Ｔ），偽（Ｆ）を表す。
【００９２】
　図１０Ａ～図１０Ｃに示すように、原因から結果が起きる確率を用意する。ここで樹木
揺動（樹木接触）による地絡事故の発生と、電線断線による地絡事故発生については、過
去の実績データを統計処理することで事前に用意できるものとする。また風が吹く（Ｘ１

）確率は、周辺情報に含まれる気象予測から入手できるものとする。これより、発生した
地絡事故が、風が吹いた（Ｘ１）ことが原因であるという確率は、ベイズの定理（ベイズ
の公式）を利用して算出する。
【００９３】
　まず風が吹く（Ｘ１）という原因によって、樹木が揺れる（Ｘ２）という結果が起きる
。次に揺れた樹木という原因によって、電線に地絡事故（Ｘ３）が発生するという結果が
起きる。それぞれの原因と結果の確率的な関係から、風が吹くことによる地絡事故の発生
する確率（条件付き確率）を算出できる。その他に想定できる原因について同様に確率を
算出し、最も大きな確率値を持つ原因が最も起きやすいと判定することができる。電力系
統の状態、並びに原因の確率は時々刻々変化するので、逐次に確率計算して判定を繰り返
す。
【００９４】
　樹木接触による地絡事故（Ｘ３）という結果は、風が吹いた（Ｘ１）ことが原因である
という確率は、式（３）で表される。ここで「Ｘ１ｉ」は、Ｘ１の「風が吹く」、又は「
吹かない」の２者択一の事象を記号「ｉ」で切り替えて示している。例えばｉ＝１ならば
風が吹く、ｉ＝２ならば風が吹かない。一方、Ｘ１ｊの「ｊ」は、右辺分母にある演算記
号Σ（シグマ）で決められる。Σ（シグマ）は、添え字を取りうる範囲で変化させて足し
算する。例えばｊ＝１ならば「風が吹く」、ｊ＝２ならば「風が吹かない」と条件を振っ
ている。
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【数３】

【００９６】
　ここで、介在する樹木揺動（Ｘ２）の要素を式（３）に反映して展開すると式（４）が
得られる。
【００９７】

【数４】

【００９８】
　遷移確率算出部３０５は、このようにして算出した遷移確率を遷移状態判定部３０６へ
出力する。
【００９９】
［原因推定方法］
（原因推定方法の第１例）
　次に、原因推定部３０９による原因推定方法を説明する。
　状態遷移の原因と結果が１種類のみであれば、状態遷移を検出すれば原因は確定するが
、一般に原因は複数あり一意に定まらない。本実施形態では、多種類の原因がある場合に
、ベイズの定理を用いて計測信号（時系列信号）から確率的に原因を推定する。
【０１００】
　ベイズの定理は、事前確率と事後確率（逆確率と呼ぶ場合がある）を関係付ける。ここ
で原因Ｅｉの出現確率をＰ（Ｅｉ）、原因Ｅｉのときに事象Ｆが出現する確率をＰ（Ｆ｜
Ｅｉ）として、これらは事前確率として分かっているとする。事象Ｆが発生したとき、原
因がＥｉである確率（事後確率）は、式（５）により算出できる。
【０１０１】
【数５】

【０１０２】
　そして、それぞれの原因に対応する事後確率Ｐ（Ｅｉ）の大きさを比較して、最も大き
な確率を持つ原因を、最も「尤もらしい」と判定する。電力系統１の事故の場合、事故の
原因Ｅｉは、樹木接触、鳥獣接触などの事故を引き起こす原因であり、過去に起きた事故
について件数と原因は分かっていることが多い。これより原因Ｅｉの出現確率Ｐ（Ｅｉ）
を準備できる。また原因Ｅｉが発生したとき計測信号に現れる波形は、事前の実験、シミ
ュレーションなどにより入手可能である。この波形を例えば状態検知部３０２に入力し、
適宜な信号処理により当該波形の特徴量を算出することが可能である。
【０１０３】
　ここで、上記の説明に沿って数値計算すると、地絡事故（Ｘ３）が起きたとき、その原
因が風が吹いた（Ｘ１）ことである確率は、次の式（６）のようになる。
【０１０４】
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【数６】

【０１０５】
（原因推定方法の第２例）
　時系列信号の波形の周波数成分に着目して、帯域（事象）Ｆｋごとの成分比率を出現確
率Ｐ（Ｆｋ）とすれば、事故の原因Ｅｉのとき事象Ｆｋが出現する確率Ｐ（Ｆｋ｜Ｅｉ）
が得られる。これを事前確率として用意する。この場合、例えば図６の帯域Ｆ１～Ｆ４が
事象Ｆｋとなる。
【０１０６】
　次に、計測信号から算出した周波数成分の比率（確率）から、以下の式（７）で原因Ｅ
ｉの確率を算出する。そして、事後確率Ｐ（Ｅｉ）が最も大きくなる原因Ｅｉが、最も尤
もらしい原因であると判定する。ここでは周波数成分に着目したが、その他に事故時の波
形の振幅の減衰率、波形の立ち上がり特性などを利用できる。また時系列信号以外の、何
らかの状態値に関する確率を組み合わせることができる。
【０１０７】

【数７】

【０１０８】
（原因推定方法の第３例）
　また、下記の式（８）に示すように、複数の特徴量の確率を組み合わせて、原因Ｅｉの
確率を算出することができる。上記と同じ設定で、複数の周波数帯域と成分比率（確率）
の組み合わせを事象Ｆｊとして扱い、確率Ｐ（Ｆｊ）（ｊ＝１～ｍ）を割り当て、原因Ｅ
ｉの確率と関係づける。ここでは別の事象の確率を組み合わせることができて、例えば上
記のようにプローニ解析で得た周波数帯域と減衰率の組み合わせを事象として扱い、確率
を割り当ててもよい。そして、上記と同様に、事後確率Ｐ（Ｅｉ）が最も大きくなる原因
Ｅｉが、最も尤もらしい原因であると判定する。
【０１０９】
【数８】

【０１１０】
　ここで、時系列信号から取り出した事象について、尤もらしい原因が見つからない場合
を考察する。この理由の一つは、実際に事象を起こすほどの原因が存在しない場合である
から、この事象を却下すればよい。この手順は、言い換えれば、ノイズを削除するフィル
タに相当する。本実施形態は、上述した事象検出と原因推定を組み合わせて繰り返すこと
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で、有意な事象を見出すことを特徴とする。
【０１１１】
　ところで、確率計算をするには、上述したように事前に確率のデータを用意しておく必
要があり、その方法として過去データの統計処理から確率を算出する方法がある。しかし
、この方法は、初期時に過去データが無い場合は確率を用意できない。
【０１１２】
　本実施形態は、初期時の事前確率の設定において大きく二つの手法を準備する。
　一つ目は、対象システムに関わる過去データを外部から入力する手段と、外部から入手
した対象システムに関するデータを用いた統計処理（シミュレーション）により確率を算
出する手段を用意して、初期時の確率データを用意する方法である。
【０１１３】
　二つ目は、ベイズ統計に基づいて、初期時に設定する事前確率について、主観確率の考
え方を利用する方法である。ここで主観確率とは、監視対象のシステムを良く知る運用者
の経験、知見等に基づいて、運用者が主観的に設定する事前確率である。この主観確率を
利用する手法は、必ずしも過去データの統計処理（具体的な統計データ）を必須としない
。そしてベイズ統計では、上述した事前確率を逐次に更新していくベイズ更新と呼ばれる
手順がある。事後確率を用いて事前確率を順次に置き換えていくことで、事前確率の初期
値に主観的な判断があったとしても、計測信号（結果）に基づいて事前確率を徐々に修正
していくことができる。また、上記の二つの設定手法を組み合わせて利用することも当然
可能である。
【０１１４】
[遷移確率算出処理]
　図１１は、第１の実施形態に係るシステムの状態遷移の遷移確率を算出する処理を示す
フローチャートである。ＣＰＵ４１がＲＯＭ４２に格納されたコンピュータープログラム
を実行することにより、図１１の遷移確率算出処理が実現される。
【０１１５】
　まず、システム監視装置３０の入力部３０１は、ネットワークＮを介してセンサの計測
情報と周辺情報とを取り込む（Ｓ１）。状態検知部３０２は、入力部３０１で受け付けた
計測情報から、電力系統１の現在の状態（システム状態）を検知し、検知結果を履歴情報
記憶部３０３へ出力する。
【０１１６】
　次に、遷移確率算出部３０５は、状態遷移記憶部３０４から状態遷移情報（システム状
態を含む）を取り込む（Ｓ２）。
【０１１７】
　次に、遷移確率算出部３０５は、現在の状態から次の状態へ遷移する確率（遷移確率）
の算出を実行する（Ｓ３）。即ち、遷移確率算出部３０５は、状態検知部３０２で検知さ
れた電力系統１の現在の状態と、履歴情報記憶部３０３に記憶された状態遷移情報と、入
力部３０１で受け付けた周辺情報とを元に、現在の状態から遷移し得る次の状態との遷移
確率を計算する。
【０１１８】
　そして、遷移確率算出部３０５は、遷移確率の算出結果を遷移状態判定部３０６へ出力
する（Ｓ４）。このステップＳ４の処理が完了後、一連の遷移確率算出処理を終了する。
【０１１９】
　その後、遷移状態判定部３０６において、遷移状態が判定される。即ち、現在の状態か
ら遷移する可能性が高い次の状態が予測される。遷移状態判定部３０６の判定結果は、表
示制御部３０７へ入力され、表示部３０８に判定結果が表示される。
【０１２０】
[原因推定処理]
　図１２は、第１の実施形態に係る原因推定処理を示すフローチャートである。ＣＰＵ４
１がＲＯＭ４２に格納されたコンピュータープログラムを実行することにより、図１２の
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原因推定処理が実現される。
【０１２１】
　まず、システム監視装置３０の原因推定部３０９は、状態遷移記憶部３０４から状態遷
移情報（電力系統１の現在の状態）を取り込む（Ｓ１１）。
【０１２２】
　次に、原因推定部３０９は、因果関係記憶部３１０から上記状態遷移情報に関連する、
原因（事象）と結果（状態）の関係である因果関係を取り込む（Ｓ１２）。
【０１２３】
　次に、原因推定部３０９は、事象確率記憶部３１１から上記状態遷移情報に関連する事
象の確率を取り込む（Ｓ１３）。
【０１２４】
　次に、原因推定部３０９は、電力系統１の現在の状態、因果関係及び該当する事象の確
率を元に、現在の状態に対する原因推定を実行する（Ｓ１４）。
【０１２５】
　そして、原因推定部３０９は、推定結果（推定原因）を表示制御部３０７へ出力する（
Ｓ１５）。推定原因は、表示制御部３０７へ入力され、表示部３０８に推定原因が表示さ
れる。
【０１２６】
［電力系統の事故原因］
　図１３は、第１の実施形態に係る電力系統に存在する事故原因の一例を示す説明図であ
る。図１３Ａは系統構成６０、図１３Ｂは風速分布７０、図１３Ｃは設備特性８０、図１
３Ｄは樹木分布９０を示す。
【０１２７】
　既述したように、電力系統は面的な広がりを持つシステムである。また計測情報、周辺
情報も同様に面的な広がりを持つ。したがって、これらの関係を示す確率も面的な広がり
を持って分布する。さらに一般的な表現をすれば、対象システム、計測情報、周辺情報、
確率等の関係は空間的な分布を持った場（以下「確率場」と記す）として表記することが
できる。
【０１２８】
　本実施形態は、確率を、空間的に広がる分布情報として扱うことを特徴とする。一般に
確率は、サイコロの目と出現確率（この場合は均一な分布になる）のように、何らかの条
件に関連付けられた値として設定される。本実施形態は、気象情報が晴雨確率の地理的な
分布を持つように、条件の一つとして空間位置を持たせる。この空間は、地図に基づく２
次元座標であってよく、また多数の指標をもつ多次元空間であってよい。確率が時間的に
変化する場合は、空間上に設定する確率は時間の関数でもある。例えば計測情報と周辺情
報から計算した確率の分布結果に基づいて、逐次に更新してもよい。こうして確率を空間
的な分布とすることで、空間的な確率演算が可能になる。そして、地理的な同一地点で、
様々な指標を読み取ることで、該地点の確率を計算することができる。
【０１２９】
　図１３Ａの系統構成６０には、電力系統の模式図が記載されている。配電変電所４の配
電変圧器４Ｔの負荷（需要家）側に２つの遮断器（ＣＢ）が直列に接続されている。遮断
器間の系統には、一例として３つの負荷と２つの電源が接続されている。電源は、例えば
太陽光発電設備などが適用される。なお、２つの黒丸が記載された遮断器（図中左側）は
クローズを表し、２つの白抜きの丸が記載された遮断器（図中右側）はオープンを表し、
電力系統上の右向きの三角形（この例では４個）は開閉器を表している。
【０１３０】
　図１３Ｂの風速分布７０は、系統構成６０と同じ内容の電力系統の模式図の上に重ねて
表現されている。図１３Ｂ内の矢印７１が風向きと風速を表している。矢印７１が太いほ
ど風速が大きい。
【０１３１】
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　図１３Ｃの設備特性８０は、系統構成６０と同じ内容の電力系統の模式図の上に重ねて
表現されている。図１３Ｃでは、電力系統上のある負荷区間８１の設備の設置年数が長い
ことを表している。
【０１３２】
　図１３Ｄの樹木分布９０は、系統構成６０と同じ内容の電力系統の模式図の上に重ねて
表現されている。図１３Ｄでは、電力系統の付近に２か所の樹木の影響範囲９１，９２が
示されている。
【０１３３】
［多次元空間の確率場と確率計算］
　図１４は、第１の実施形態に係る多次元空間の確率場と確率計算を示す説明図であり、
空間的な確率場による確率計算の手順を示している。
【０１３４】
　上述したように電力系統は、面的な広がりを持つシステムであり、複数の原因と結果の
関係があり、そして面的な場所に依存する分布を持つ。そこで本実施形態では、面的な広
がりを持つレイヤを用意して、各レイヤに原因の面的な分布を示し、空間的に配置する。
【０１３５】
　図１４の例では、上から順に系統構成６０のレイヤ６０Ｌ、風速分布７０のレイヤ７０
Ｌ、設備特性８０のレイヤ８０Ｌ、樹木分布９０のレイヤ９０Ｌを有する。最下段には、
各レイヤ６０Ｌ～９０Ｌに示した原因の確率を組み合わせた結果の確率（条件付き確率）
を表した事故予測レイヤ１００Ｌを示している。組み合わせ確率は、各レイヤ６０Ｌ～９
０Ｌの同一位置にある原因の確率を組み合わせて算出し、計算位置を図中の矢印１０２で
指示する。この計算位置を各レイヤの面内で走査することにより、面的な確率分布が算出
できる。なお、図１４では、計算位置は、電力系統上の地絡事故の事故予測箇所１０１と
一致している。
【０１３６】
　本実施形態は、上記の空間的確率場を利用して、原因と結果の関係を説明する手段とし
て画面表示するという特徴を有する。いわゆる三次元グラフィックスの手法で複数レイヤ
の重なりを表示部４５に表示して、視点を任意方向に切り替えたり、表示内容をリアルタ
イムに書き換えたりすることができる。また、レイヤと直交する方向に視点を移動して画
面表示することで二次元表示になり、紙資料や従来の画面表示と同様の見せ方ができる。
【０１３７】
［確率の空間分布の計算、設定］
　図１５は、第１の実施形態に係る空間的確率場で確率の空間分布を計算、設定する例を
示した説明図である。
　例えば樹木の生育箇所は点であるが、風による揺れによって電線に接触の恐れがあると
き、樹木の影響範囲は空間分布になる。この影響範囲を確率の空間分布で表記する。この
空間分布は、地図のような２次元平面上では、２次元の正規分布を利用することができる
。そして、空間的な樹木位置情報９０Ａにおける樹木の生育地点９５，９６に確率分布９
９を掛け合わせることで、樹木の空間的な確率分布である樹木分布９０（レイヤ９０Ｌ）
を算出、設定する。この掛け合わせの演算は、畳み込み積分を利用して行うことができる
。このような遷移状態の原因及び／又は結果の確率を、該確率が空間的に分布する空間分
布データとして、不揮発性ストレージ４７に記憶しておく。また本実施形態は、このよう
な確率の空間分布を設定（範囲設定、確率設定）する手段（操作部４６）、及び表示する
手段（表示部４５）を備える。
【０１３８】
　また本実施形態は、空間的確率場で、微分、積分等の空間フィルタによる計算を行うこ
とができる。空間フィルタは、例えば１次元の時系列信号、あるいは２次元の画像データ
を対象にするとき、ノイズ除去（積分型フィルタ）、エッジ強調（微分型フィルタ）など
の効果が得られる。確率場を空間フィルタの対象にするとき、積分フィルタを掛ければ確
率の影響範囲を広げる効果がある。また微分型フィルタを掛ければ確率の条件が変化する
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場所を見出せる効果がある。
【０１３９】
［運用者による操作画面例］
　本実施形態では、運用者が表示内容の詳細を調べる、あるいは関連事項を表示するため
に、例えばマウス（操作部４６）をクリック操作して画面遷移したり、新たな表示窓を出
したりすることができる。
【０１４０】
　図１６～図１９に運用者に提供する操作画面の一例を示す。
【０１４１】
（警報表示画面）
　図１６は、第１の実施形態に係る警報表示画面１１０の一例を示す図である。
　図１６では、運用者が事故予測箇所１０１にカーソル１１３を合わせてクリックするこ
とで、警報情報の表示窓１１１が表示される。例えば図１６の表示窓１１１には、「気象
情報と樹木生育状況から接触地絡事故の可能性あり」という警報メッセージが表示されて
いる。
【０１４２】
　また、図１６の警報表示画面１１０には、分解表示ボタン１１２が表示されており、運
用者が分解表示ボタン１１２を操作すると、警報表示画面１１０が図１４に示すような複
数のレイヤ（空間的確率場）に分解して表示される。これにより、運用者は、事故が発生
した可能性の高い箇所を把握し、迅速に事故対策を講じることができる。
【０１４３】
　またさらに、図１６の警報表示画面１１０は、日時入力欄１１４を有している。運用者
が日時入力欄１１４に閲覧したい日時を入力すると、入力した日時の警報表示画面１１０
が表示される。これにより、運用者は、日時を指定して必要な情報を確認することが可能
となる。この日時入力欄１１４は、警報表示画面１１０だけではなく、図１７～図１９に
示す他の画面にも表示するようにしてもよい。
【０１４４】
（判定論理表示画面（修正画面））
　図１７は、第１の実施形態に係る判定論理表示画面（修正画面）１２０の一例を示す図
である。
　運用者が事故予測箇所１０１をカーソル１１３等により指定することで、状態遷移の予
測に用いた論理（状態遷移図）の表示窓１２１（図８参照）が表示される。判定論理の情
報としては、状態遷移図に限らず、遷移状態判定部３０６における判定条件を表示しても
よい。判定条件としては、例えば「遷移確率が最も高い状態遷移を、最も尤もらしい状態
遷移とする」などである。但し、複数の状態遷移間における遷移確率の差が小さい場合に
は、過去の実績を優先するなどの判定条件でもよい。さらに、表示窓１２１に、予測の根
拠として確率計算の過程（例えば図９，図１０等）を表示してもよい。
【０１４５】
　また、判定論理表示画面（修正画面）１２０において、運用者は、操作部４６を操作し
て表示窓１２１に表示される状態遷移の判定論理等を修正してもよい。例えば、状態遷移
図の状態、又は状態間の遷移パスを指定し、状態遷移を修正する。
【０１４６】
（復旧支援情報表示画面）
　図１８は、第１の実施形態に係る復旧支援情報表示画面１３０の一例を示す図である。
　運用者が事故予測箇所１０１をカーソル１１３等により指定することで、電力系統１に
事故が起きたときの復旧作業の推奨手順を示す復旧支援情報の表示窓１３１が表示される
。例えば表示窓１３１には、「推定原因」、「復旧作業手順」、「作業に必要な道具」、
「交換部品」等の項目が表示される。これにより、運用者の復旧作業及び判断を支援する
ことができる。
【０１４７】
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（事前対策提示画面）
　図１９は、第１の実施形態に係る事前対策提示画面１４０の一例を示す図である。
　運用者が樹木の影響範囲９１，９２をカーソル１１３等により指定することで、事前対
策情報の表示窓１４１が表示される。例えば図１９の表示窓１４１には、「電線近隣の樹
木の生育状況の把握と電線接触の可否を確認してください」という事前対策メッセージが
表示されている。これにより、運用者は、事故が発生しそうな箇所を事前に把握し、提示
された事前対策情報に沿って対策を講じることで、事故を未然に防ぐことができる。
【０１４８】
　上述した図１６～図１９に示すように、運用者が各表示画面において空間的な位置を指
し示すことで、必要と思われる情報を用意に入手できるようにグラフィカル・ユーザー・
インタフェース（ＧＵＩ）を用意することで、運用者の作業の効率化が図れる。また、判
定論理の理解を支援することで、判定結果に対する信頼性の向上を実現できる効果がある
。このような効果は、従来技術である統計手法、ヒューリスティック手法、あるいは人工
知能に類する技術が、内部論理を開示困難であるのに対して大きな相違である。
【０１４９】
　従来手法では、システム（電力系統１）に関わりのあるシステム外部の周辺情報を反映
したシステム監視を行っていない。そのため、最初の原因（風が吹いた）と最後の結果（
電線地絡）を確率的に関連付けることができず、ましてや途中過程の樹木の揺れを考慮す
ることはできない。しかし現実には、樹木の状態が事故発生に大きな影響を持つため、本
実施形態のように確率計算に取り込むことが望ましい。
【０１５０】
　本実施形態では、これらの個々の原因（事象）の確率を用意して、これらの原因の組み
合わせの結果として事故が起きる確率を算出する。個々の原因の確率は、時間的、地理的
に変化してよく、また最新の状態を反映するため逐次更新してよい。こうして、複数の原
因の確率的な関連付けを開示することができる。
【０１５１】
　このような確率的な関係は、ベイジアンネットワーク、階層的ベイズ、あるいはベイズ
・グラフィカルモデル、などの用語で示される技術を使って表記できる。本実施形態は、
これらの確率的な関係の表記方法に限定されるものではない。
【０１５２】
　本実施形態は、複数の原因を組み合わせたときの確率を、条件付き確率として計算する
。また、計算過程において、ベイズの公式（ベイズの定理）に基づく式の設定、変形を利
用する。これにより、事前に用意した電力系統の事故の原因と結果の確率的な関係を参照
して、実際に起きた結果から原因の確率を算出する。
【０１５３】
　ところで、原因と結果の確率的関係が確率分布として採取できるとき、モンテカルロ法
（Monte Carlo method）に基づく確率計算を利用できる。具体的にはモンテカルロ法（Mo
nte Carlo method）の発展であるＭＣＭＣ法(Markov Chain Monte Carlo method)と呼ぶ
確率分布に従った、模擬サンプリングの方法がある。そしてＭＣＭＣ法に属する手法とし
て、メトロポリス法（Metropolis method）、ギブスサンプリング（Gibbs sampling）が
ある。これらの手法を利用して、与えられた確率分布を模擬生成して確率計算に利用する
ことで、統計的な計算を自在に行える。本実施形態は、原因と結果の確率計算において、
これらのモンテカルロ法に基づく確率計算を利用することができる。
【０１５４】
［運用者支援］
　本実施形態は、電力系統の安定運用を実現するため、事故の発生数を減らし、また事故
が起きたときの復旧時間を低減する。このため系統情報および周辺情報を入力し、運用者
に対して予測される事故を提示する。その際、電力系統のように高い信頼性が求められる
システムの運用においては、説明困難な計算結果（判定論理）を利用することは好まれな
い。
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【０１５５】
　そこで本実施形態は、システムの信頼性の確保と検証を実現する手段を備える。具体的
には、確率計算の手順と結果を運用者に提示する手段、確率計算の手順を運用者によって
修正する手段、用意した確率計算の手順を試行的に実行する手段等を備える。
【０１５６】
　これに対して、従来技術であるニューロ計算や深層学習等の手法は、内部の計算手順を
明示することができない。一方、クラスタリング手法は、信号の分類・判定は可能である
ものの、逐次の計算手順を含まないので計算手順を修正することは困難である。このよう
にこれらの従来の手法、人工知能と呼ばれる技術の多くは、計算手順を順序立てて明示す
ることが出来ない。
【０１５７】
　上記従来の手法は、原因と結果を一対一の関係で確率として表記することはできるが、
複数種類の原因と結果が組み合わされて発生する事故については関連付けることができな
い。これは、信号の分類方法であるクラスタリング手法においても同様の課題がある。ま
たメタヒューリスティック、人工知能等の手法は、内部論理が明示的に分からないことが
多く、内部論理、即ち出力の妥当性を説明することは困難な場合が多い。
【０１５８】
［本実施形態の効果］
　上述した第１の実施形態によれば、電力系統１から得られる情報（例えば計測情報、系
統情報）のみならず、関わりのある周辺情報を取り込んで遷移確率の計算に利用すること
で、次に遷移する状態の予測精度を向上させる効果がある。
【０１５９】
　さらに、電力系統１の状態に影響を与える周辺情報として、電力系統１の状態に対し時
間的に先行する情報を入力することで、現在から未来の状態遷移の予測精度が向上する効
果がある。
【０１６０】
　また、電力系統１を監視・運用する担当者に遷移予測の結果、および遷移予測の根拠（
図１７）を提示することで、作業手順における判断を支援する効果がある。
　また、電力系統１の事前対策（図１９）によって事故を未然に防止して、停電時間を減
らす効果がある。
　また発生した事故対応において尤もらしい事故原因（図１８）を担当者に提示すること
で、復旧作業の時間短縮に効果がある。
【０１６１】
　さらに、時間的、地理的に特異性がある場合は、その特異性を確率で表記（図１３，図
１４）して、逐次に更新を繰り返して反映することで、予測精度を向上する効果がある。
【０１６２】
［事故発生時の復旧手順］
　従来、電力系統の事故の発生から復旧までの作業において、復旧までには、事故点の探
索、事故原因判定など、人手による作業が多くある。以下に、従来の事故発生から復旧ま
での作業手順を箇条書きにする。括弧内の情報は、作業の主体又は説明である。
【０１６３】
・定常状態（事故発生前の状態）
・計測信号を用いて事象検出をする（システム監視装置）
・事象検出時には作業者を派遣する（人手）
・事故現場付近で事故点を探索する（人手）
・事故原因を判定する（人手）
・事故復旧作業に着手する（人手）
・事故除去の確認作業をする（人手）
・事故復旧する（人手）
・定常状態に復帰したことを確認する（システム監視装置）
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【０１６４】
　電力系統に起きる事故は、設備・機器の故障のほか、気象等の電力系統周辺の状況によ
って引き起こされる事故が多いことがわかっている。本実施形態では、周辺情報に含まれ
る情報（システム状態に対し時間的に先行する情報が含まれる場合あり）を利用して事故
を予測することで、事前対策、あるいは復旧作業の迅速化を実現することができる。
【０１６５】
　図２０は、第１の実施形態に係る事故復旧手順を示すフローチャートである。
　まず、システム監視装置３０のＣＰＵ４１（例えば状態検知部３０２）で検知される電
力系統１の状態が、定常状態であることを前提とする（Ｓ２１）。次に、状態検知部３０
２は、入力部３０１で受け付けた計測信号を用いて、事象の検出を行う（Ｓ２２）。
【０１６６】
　次に、状態検知部３０２は、電力系統１に何らかの事象が発生したかどうかを判定する
（Ｓ２３）。ここで事象が発生していない場合には（Ｓ２３のＮＯ）、ステップＳ２１の
処理に戻る。
【０１６７】
　次に、ステップＳ２３において事象が発生したと判定された場合には（Ｓ２３のＹＥＳ
）、原因推定部３０９は、遷移確率を用いて事象の原因を推定する（Ｓ２４）。
【０１６８】
　次に、表示制御部３０７は、原因推定部３０９の判定結果に基づき、対策案を表示部３
０８に提示し、運用者に判断を促す（Ｓ２５）。ここで、原因が見つからない場合には、
運用者に判断を促す（Ｓ２６）。なお、このステップＳ２５の処理における「原因が見つ
からない場合には、運用者に判断を促す」処理については、後述する第１の実施形態の第
１変形例で詳細に説明する。
【０１６９】
　次に、表示制御部３０７は、表示部３０８に対策を表示することで、運用者に対策を指
示する（Ｓ２７）。この処理は、設備・機器の重故障などの著しい異常の場合など、異常
の内容に応じて対策を指示するかどうかを含めて判断される。
【０１７０】
　ここで、作業員は、事故復旧作業に着手し、事故除去の確認作業をする。事故除去の確
認が実施された後、事故復旧が行われる。
【０１７１】
　そして、状態検知部３０２は、入力部３０１に入力される計測情報を元に、電力系統１
が定常状態に復帰したかどうかを判断する（Ｓ２８）。ここで、定常状態に復帰していな
い場合には（Ｓ２８のＮＯ）、ステップＳ２４の処理に進み、再度原因推定を行う。
【０１７２】
　一方、ステップＳ２８において定常状態に復帰している場合には（Ｓ２８のＹＥＳ）、
一連の事故復旧処理を終了する。
【０１７３】
　このように、本実施形態では、システム監視装置３０が原因推定、対策案の提示等を行
うことにより、人手が介在する手順を削減することができる。それゆえ、原因推定が迅速
に行え、従来と比較して復旧作業を早められる。
【０１７４】
＜２．第１の実施形態の第１変形例＞
［稀少事例、非合理、想定外、関連なし］
　確率的な判定においては、尤もらしさ、整合性、矛盾、背反等の確率的な状況が発生す
ることがある（図２０のＳ２６）。第１の実施形態の第１変形例は、これらの確率的な状
況を運用者に示すことで、運用者の判断を促すことを特徴とする。
【０１７５】
　事前に用意する確率データには、事前に想定できない原因と結果を含めることはできな
い。例えば、極めて大規模な事故が起きるような事象は、その頻度が低いために確率的な
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関係を設定することが難しい。このような原因により結果が起きたとき、上述した原因推
定の手順により確率的に尤もらしい原因は求められるが、本来の原因は事前に準備してな
いので、尤もらしさは低い。この状況は計測信号にノイズが入る場合にも起こりうる。
　第１の実施形態の第１変形例では、原因と結果の確率的な関係の尤もらしさが低い場合
には、その状況を運用者に提示することで運用者の判断を促す。
【０１７６】
　また、出現頻度に基づく手法は、稀に起きる状態は、頻度の高い状態に取り込まれて区
別ができなくなる場合がある。計測信号が、事前に準備した原因との関連が低い場合には
、ノイズと判定して除外する。これにより、状態検知部３０２に有意な信号を通過させ、
状態検知部３０２をノイズを排除するフィルタとして動作する。ノイズを排除することで
信号解析の精度を向上させることができる。さらに、ノイズを排除することで、事故復旧
作業の誤った出動を無くすことができる。
【０１７７】
　さらに、多種多様なデータをシステム監視装置３０へ入力するとき、複数の計測信号の
内容が整合しない場合がある。例えば計測信号から推定した原因が樹木接触であるにかか
わらず、別の計測信号として入手した気象データは無風状態であることを示す場合には、
無風であるのに樹木が揺れて線路と接触したことになり、原因と結果が整合しない。どち
らかの情報にノイズが含まれているのか、あるいは想定外の理由で樹木が揺れたのかは、
事前の原因と結果の関連付けからは判断できない。また、計測信号から推定した原因が樹
木接触であるとき、別の計測信号として入手した地図データは電力系統の付近に樹木が無
いことを示すとき、地図では樹木が無いのに樹木が揺れて線路と接触したことになり、原
因と結果が整合しない。
　第１の実施形態の第１変形例では、このような判定論理における矛盾が観測されたとき
、その矛盾を運用者に提示することで運用者の判断を促す。
【０１７８】
　このように、事前に想定できない、あるいは稀な原因であり、確率を設定できない原因
については、事前に原因と結果を確率的に関連付けることができない。また確率的に尤も
らしい原因を見付けながら、周辺情報とは背反する場合がある。このような場合、第１の
実施形態の第１変形例は、事前に想定していなかった事故が起きた可能性があるとして、
この背反の状況を運用者に提示して判断を促す手段を備える。具体的には表示部３０８に
運用者への警報を表示する。
【０１７９】
＜３．第１の実施形態の第２変形例＞
［高速化、非同期アクセス］
　状態遷移の予測には、遷移可能性のある状態、遷移の原因、遷移の確率等の情報（以下
「関連情報」という）を記憶部から読み出して利用する。この記憶部としては、メモリ、
ハードディスク等のほか、ネットワークＮ経由でアクセスするデータセンタ、クラウドシ
ステムなどがある。
【０１８０】
　システム監視装置３０が、これらの記憶部から関連情報を読み出すとき、その伝送容量
、伝送速度等の制約から、検索結果を得るまでの時間遅延が発生する。また運用者による
指示によって支援データを検索するとき、運用者が検索キーを考えて、キーボード入力す
るまでに手間と時間が掛かる。
【０１８１】
　第１の実施形態の第２変形例は、システム監視装置３０が、状態遷移に関わる確率計算
をするとき、関連するデータ操作者の指示を待たずに関連する情報検索を発行して高速の
バッファに蓄積しておく。それにより、運用者の指示が出たときには、システム監視装置
３０は該バッファを対象にデータアクセスすることで高速な応答を実現する。この動作は
、言い換えれば、状態遷移に基づいてデータ検索を非同期で実行する。非同期に検索を行
いバッファに蓄積した関連データについては、バッファから読み出せばよいので極めて高
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速に読み出せることになる。
【０１８２】
＜４．第２の実施形態＞
［粒子フィルタによる確率計算］
　第２の実施形態では、状態遷移の遷移確率の計算の手段としてカルマンフィルタに着目
する。カルマンフィルタは、ノイズのあるシステムを対象に、確率的に尤もらしい状態を
逐次計算する手法として広く利用されている。また、その派生方式である粒子フィルタは
、確率分布を多数の粒子で近似する数値計算法であり、非線形、非ガウスのシステムを扱
えるという特徴がある。一方、多数の粒子を用いて繰り返し計算するため演算量が多くな
る。このように粒子フィルタは、高い柔軟性を備える確率計算の手法であるが、計算時間
が課題になる。今後の計算機の性能向上は期待できるものの、計算を高速化できるならば
差別化技術として利用できる。以下、粒子フィルタの高速演算の手法について検討する。
【０１８３】
（粒子フィルタの高速化）
　状態空間モデルにより表記した確率システムを下記に示す。
【数９】

【数１０】

【０１８４】
　ここで、ｘｔは状態ベクトル、ｙｔは観測ベクトルであり、ｗｔはシステムノイズ、ｖ

ｔは観測ノイズである。またｆはシステム方程式、ｈが観測方程式を示す。添え字ｔは時
間ステップを示す。システムに発生したシステムノイズを、観測ノイズが生じる観測器で
採取する手順を持ち、両者のノイズがある中で最も尤もらしい状態値が算出される。なお
、１入力１出力のシステムは、式（１１）及び式（１２）のように簡単に表すことができ
る。
【０１８５】
【数１１】

【数１２】

【０１８６】
　上記システムでノイズが正規分布ならば推定値は解析的に求められる。しかし、事故原
因となる事象は正規分布になるとは限らない。粒子フィルタは確率分布を多数の粒子で近
似するので、確率分布の形状に制約がない。
【０１８７】
　図２１は、粒子フィルタの典型的な計算手順を示した説明図である。
　システムノイズと観測ノイズに対し事故原因が備える確率分布を設定することで、結果
として二つの確率分布の同時確率が得られる。
【０１８８】
　ところで、粒子フィルタは、計算過程で粒子の重み（図２１のｗｔ

（ｉ））が変化する
性質があり、このため粒子の重みと個数を正規化する手順が、繰り返し計算ごとに必要に
なる。これが、リサンプリングと呼ばれる粒子フィルタを特徴付ける処理である。
【０１８９】
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　なお、図２１、及び後述する図２２、図２３の内容は、『樋口知之、「予測にいかす統
計モデリングの基本」、講談社、2011』より抽出したものである。また、カルマンフィル
タについての一般的な説明は、『片山徹、「非線形カルマンフィルタ」、朝倉出版、978-
4-254-20148-2』に詳しく記載されている。
【０１９０】
　粒子フィルタの計算は、個々の粒子を扱う処理と、全体の粒子を扱う処理とが混在する
。その中でリサンプリングは正規化を目的とするので、粒子全体を扱う演算になる。確率
計算の事故対応への適用を考えるとき、高速化は重要な要請になる。そこで、発明者らは
リサンプリング処理に着目し、従来方式に代わる新たな高速化手法を検討した。
【０１９１】
　図２２は、粒子フィルタの一般的なリサンプリング処理の手順を示すグラフである。
　まず、図２２を参照して、一般的なリサンプリング処理の手順を示す。粒子番号をｊ＝
１～Ｍとおき、次の処理を実行する。その結果、重みの等しい新しく配置された粒子を作
ることができる。
【０１９２】
（１）乱数ｒｎｄを生成する。
（２）次の式（１３）の条件を満たす粒子番号ｉを見つける。
【数１３】

（３）新しい粒子を式（１４）のように設定する。
【数１４】

【０１９３】
　ここでリサンプリング処理を、個々の粒子の整数化演算で生じる誤差を全体としてキャ
ンセルすること、と解釈することにする。そして、この手順は粒子フィルタに特有ではな
く、画像処理の分野で知られている誤差拡散処理に類似していることに着目する。例えば
１画素あたり多値レベルの信号を入力して２値レベルのプリンタで出力するならば、入出
力で誤差が生じる。この誤差を隣接する画素に受け渡し、画面全体として誤差をキャンセ
ルすることで、２値レベルのプリンタで多値レベルに相当する出力画像が得られる。
【０１９４】
　図２３は、誤差拡散を利用した粒子フィルタのリサンプリング処理の手順を示す。
　粒子の大きさ（重み）ｗｔ

（ｉ）から粒子の個数を算出することは、大きさを整数化す
ることに相当して小数部分が誤差として残る。この残された誤差を隣接する粒子に拡散（
図中の矢印）することで、全体として誤差をキャンセルする。プログラムとしては、粒子
の大きさｗｔ

（ｉ）の整数化、誤差算出、隣接粒子の重みの修正という簡単な手順で実現
できる。この手法は、粒子と隣接粒子とで処理が完結し、粒子全体を参照しなくてよい。
この結果、処理ステップが削減され高速化に寄与するほか、並列化処理の実現可能性が出
てくる。
【０１９５】
　留意点として、最後の粒子で生じる誤差は受取先となる粒子が無いため残差になる。ま
た、誤差を拡散する粒子の選び方によって確率分布にバイアスが生じることがある。しか
し、全体の粒子数が多ければこれらの影響は軽微になる。さらに、誤差の拡散先を複数粒
子にすることでこれらの影響を軽減できる。
【０１９６】
＜５．その他＞
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　さらに、本発明は上述した各実施形態例に限られるものではなく、特許請求の範囲に記
載した本発明の要旨を逸脱しない限りにおいて、その他種々の応用例、変形例を取り得る
ことは勿論である。
【０１９７】
　例えば、上述した実施形態例は本発明を分かりやすく説明するために装置及びシステム
の構成を詳細且つ具体的に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるも
のに限定されるものではない。また、ある実施形態例の構成の一部を他の実施形態例の構
成に置き換えることは可能である。また、ある実施形態例の構成に他の実施形態例の構成
を加えることも可能である。また、各実施形態例の構成の一部について、他の構成の追加
、削除、置換をすることも可能である。
【０１９８】
　また、上記の各構成、機能、処理部、処理手段等は、それらの一部又は全部を、例えば
集積回路で設計する等によりハードウェアで実現してもよい。また、上記の各構成、機能
等は、プロセッサがそれぞれの機能を実現するプログラムを解釈し、実行することにより
ソフトウェアで実現してもよい。各機能を実現するプログラム、テーブル、ファイル等の
情報は、メモリやハードディスク、ＳＳＤ（Solid State Drive）等の記録装置、又はＩ
Ｃカード、ＳＤカード、ＤＶＤ等の記録媒体に置くことができる。
【０１９９】
　また、制御線や情報線は説明上必要と考えられるものを示しており、製品上必ずしも全
ての制御線や情報線を示しているとは限らない。実際には殆ど全ての構成が相互に接続さ
れていると考えてもよい。
【０２００】
　また、本明細書において、時系列的な処理を記述する処理ステップは、記載された順序
に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくても、並
列的あるいは個別に実行される処理（例えば、並列処理あるいはオブジェクトによる処理
）をも含むものである。
【符号の説明】
【０２０１】
　１…電力系統、　９…センサ付き開閉器、　３０…システム監視装置、　４０…コンピ
ュータ、　４１…ＣＰＵ、　４５…表示部、　４６…操作部、　４７…不揮発性ストレー
ジ、　５１～５３…確率のテーブル、　５４…事象テーブル、　１１０…警報表示画面、
　１１１…警報情報、　１１２…分解表示ボタン、　１１３…日付入力欄、　１２０…判
定論理表示（修正）画面、　１２１…状態遷移図、　１３０…復旧支援情報表示画面、
　１４０…事前対策提示画面、　３０１…入力部、　３０２…システム状態判定部、　３
０３…履歴情報記憶部、　３０４…状態遷移記憶部、　３０５…遷移確率算出部、　３０
６…遷移状態判定部、　３０７…表示制御部、　３０８…表示部、　３０９…原因推定部
、　３１０…因果関係記憶部、　３１１…事象確率記憶部、　３１２…支援情報記憶部、
　３２１…状態遷移設定部、　３２２…確率算出方式設定部、　３２３…判定論理設定部
、　３２４…確率設定部
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